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創刊によせて

北海道大学大学院教育学研究科は、わが研究科の戦略的研究の成果を広く一般に公開することを

企図して『発達・学習支援ネットワーク研究」を公刊することとした。創刊にあたり、本研究科の

基本理念と研究戦略を述べておこう。

北海道大学教育学部は、 1949年5月、それまでの「規範学としての教育学」を脱し、実証研究を

踏まえた「総合科学としての教育学」の構築を基本理念にして開設された。以来、約50年にわたり、

それぞれの構成員が狭い意味での「教育学」の枠を越え、心理学、福祉学、医学、生理学、経済学、

社会学、体育学等、独自のディシプリンにもとづきながら、実証研究を推進してきた。社会におけ

る教育現象・教育問題は多様な学問分野、多面的な視点からアプローチしなければ、その本質や解

決策が明らかにできないからである。

従来の「学校像」が動揺し、現代社会に見合った発達・学習論をふまえた教育論の再構築が求め

られている現在、わが研究科・学部が掲げ続けてきた基本理念はますますその重要性を高めている。

本研究科は大学院重点化された教育学研究科の中でも、実証研究をベースにした「総合科学として

の教育学」の構築に応えうる蓄積を有する希有な存在である。

本研究科は国立大学法人化に伴い、 2004年度以降の研究戦略として、研究科創設以来の基本理念

の下、「発達・学習支援研究に関する国際的拠点の形成」を中期目標に掲げた。多様なディシプリ

ンをもった構成員が一丸となり、「学際的」かつ「総合的」に取り組む本研究科にふさわしい大き

なテーマである。

2003年10月には教育学研究科の法人化以降における研究戦略の一環として事前に応募していた

「発達・学習支援ネットワークのデザインに関する総合的研究」が文部科学省科学研究費補助金の

交付（平成15~18年度）を受け、研究科全体のプロジェクト研究が始まった。研究メンバーは教育

学研究科スタッフ全員と高等教育機能開発総合センター生涯学習計画研究部スタッフから構成され

ている。

さらに、 2004年度から研究科独自の研究プロジェクト予算を計上し、「地域課題解決型授業の創

造に関する試行的研究」と「特別支援教育と地域支援プログラムの展開」の 2つのプロジェクト研

究を新たに設定した。前者は、人間の活動に内在する独自の「知」をふまえた専門的な力量形成を

支援する方策の研究、後者は、地域における福祉・医療・行政関係者など多職種にわたる特別支援

教育ネットワークの形成と展開の方法に関する研究である。

今後、わが研究科は、現在のプロジェクト研究を皮切りに、独自の戦略的研究をさらに発展・深

化させていくつもりである。本誌は、戦略的研究の優れた成果を伝える重要な使命を担っている。

する「教育にかかわる専門家」と共有できることを願って、創刊の辞に代える。

北海道大学大学院教育学研究科

研究科長逸見勝亮
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コミュニティ再生と不利益層への学習支援ネットワークの構築

解題

Regenerating Communities and Building Learning Support Networks 

for the Disadvantaged 

はじめに

鈴木敏正

SUZUKI Toshimasa 

本報告書は、科学研究費基盤研究A 「発達・学習支援ネットワークのデザインに関する総合的研

究」（研究代表者：鈴木敏正）に基づく総合的調査研究の中に位置付けられている国際比較研究の

成果のひとつである。具体的には、英国リーズ大学との共同で進められている調査研究の一環とし

て、 2004年9月2日北海道大学教育学研究科会議室で開催された国際シンポジウム「コミュニティ

再生と不利益層への学習支援ネットワークの構築」の成果をとりまとめたものである。

イギリスとの比較研究としては、このシンポジウムに先立って同年3月、「地域社会発展（地域

づくり）教育の未来」をめぐって、北アイルランドでの実践的研究を展開している 3氏を招いた国

際シンポジウムを開催している。その成果は別途公刊されているが］、テーマとしては今回のシン

ポジウムと共通の内容を含んでいる。もちろん、北アイルランドとイングランド北部にあるリーズ

市では、その歴史的・社会経済的背景が異なることは言うまでもない。学習支援ネットワークをす

すめる制度や体制にもかなりの差異がある。しかし、学習支援のための教育訓練的実践展開の論理

には多くの共通点がある。

われわれは、本研究プロジェクト第 1年度の調査活動として、 2003年12月、リーズ市を中心とす

る地域調査を実施している。主たる関心は、とくに社会的に排除された人々の学習支援をする代表

的な諸組織（自治体、労働組合、そして大学など）のパートナーシップの実態と特徴、そして当面

している課題を明らかにすることであった。その研究成果についても最初の報告を別にしているの

で2、本研究テーマにかかわるリーズ市の概要、代表的な関連組織の活動、そこでの実践的課題な

どについては、その報告を参照いただきたい。

これらをふまえた今回の国際シンポジウムの課題は、日英両国における地域社会再生と不利益層

（社会的に排除された人々）への学習支援ネットワーク構築の多面的なアプローチと実践的な方略

について、報告と討論を通じて明らかにすることにあった。シンポジウムに先立ち、 リーズ大学か

ら招請した 3人の研究者は日本の共同研究者とともに、閑連する生涯学署政策にかかわる施設（男

女共同参画センター）、就業促進にかかわる地域公共施設（ジョブカフェ北海道）、地域社会貢献に

かかわる北海道大学高等教育機能開発総合センター、そして失業者・不安定就労者にかかわる労働

組合等を訪問し、見学・ヒアリングをしていただいている。
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てきている 7。上記のような状況の中で、その展開論理をより厳密かつ具体的に理解した上で、新

たに発展させることが求められていると言えよう。

2 対人援助活動と「エンパワーメントの教育学」

ところで、新たな学習と教育実践の発展のためには、旧来の教育学の批判的再検討が必要であり、

実際に社会的排除層にかかわる諸実践の経駿的蓄積の総括をふまえた、新しい教育学＝「エンパワー

メントの教育学ドが創造されなければならない。

それは、問題を外から眺めるような客観主義的なものではないであろうし、援助される者と援助

する者を分離・対置することによって成立する専門主義的なものでもないであろう。まず必要なの

は、異質な他者との相互作用的な対話空間の中から生まれる学習の位置付けである，。それは、学

習者諸個人と援助実践者、そして実践そのものが展開する社会文化的な脈絡を十分にふまえた学習

の理解につながるであろう叫

新たな学習活動は、社会的排除層にかかわる「対人援助活動」のあらゆる領域で必要とされてい

る。学校教育に関連しては、そうした学習を支える教育訓練のあり方を考える「臨床教育学」が提

起されてきている叫今日においては、客観主義的・実証主義的研究や主観主義的・規範主義的研

究でないことはもちろん、臨床的教育学でしばしば採られてきた行動的調査研究や参加型調査研究

をも超えて、当事者と対人援助実践者および研究者による協同的・組織的調査研究に基づく新しい

教育学が創造されなければならない。それはほんらい「実践の学」である教育学を、今日的課題に

即して発展させていく方向でもあろう 120

社会的排除問題に取り組む現実の実践においては、その複合的性格に規定されて、教育訓練担当

者だけでなく、医師・看護士・保健師などの多職種専門家の参加が必要とされている。たとえば、

軽度発達障害児の発達支援にかかわって、医師として他職種専門家とのネットワーク・地域連携活

動を進めてきた田中康雄は、子どもと親・家族を中心として、療育機関・児童精神科医療・保健所・

児童相談所・教育委員会から警察などを含めた関連専門職員の連携を進めつつ、とくに親（当事者）

と関係者が継続的に学習活動をする懇話会を重視しながら、それらの総体として支援活動をするよ

うな「エコロジカル・システム・アプローチ」の視点を提起している 13。こうした活動の中に含ま

れている専門家集団のネットワークは、 Y．エンゲストロームが指摘するように、それぞれの専門性

の見直しを含んだ「拡張による学習」を必要とし、実際に生み出す110

そして最近では、地域社会で生活していて、職業的専門家ではないが多様な知識と経験をもって

支援活動をしている地域住民が参加することの有効性が確認されている。一般に、彼／彼女らにとっ

て、社会的排除問題にボランタリーに取り組むことはみずからの自己実現と相互承認の活動でもあ

るからだけではない。そうした地域住民は「生活の専門家」として実態を知悉しており、時として

親密な身内・友人や本人自身が過去において当事者であったり、現にそうであるという場合もある。

そうでなくとも、福祉国家のセーフティネットや福祉社会の仕組みが掘り崩されつつある今日では、

社会的排除はみずからの問題ともなり得ると考えられている。そこに、援助する者と援助される者

の、共感を伴う連帯が生まれる条件が広がってきているのである。

もちろん、対人援助活動をとおして社会的排除問題に取り組む上で基本的なことは、当事者の参
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1-1 静かな革命？ 労働組合学習と再生方略

'The quiet revolution'? Trade union learning and renewal strategies 

キース・フォレスター

Keith Forrester 

鈴木 本シンポジウムではご案内しましたように三つのセッションに分けて進めます。

第1セッションは、労働問題と不利益層への学皆教育支援についてであります。いま直面してい

る最大の社会問題が失業や就業不安に関わることは周知のことであります。私たちは、このシンポ

ジウムの前にイギリスからの研究者と一緒に若者の就労対策に関わるジョブカフェと、失業者・不

安定就労者の労働組合で、最近ではホームレス問題も含めて、地域や自治体に働きかける運動をし

ている建設交通運輸労組での聞き取りと意見交換をしてきました。

これらをふまえまして、このセッションでは、まずキース・フォレスターさんに報告を頂くこと

にしています。キース・フォレスターさんには、労働組合の研究を中心にしながら、とりわけ職場

学習を中心にしてシティズンシップ形成の学習にも関わっているイギリスの労働組合での経険を報

告していただきます。

次いで、札幌でホームレス支援活動を実践的かつ研究的に進めている佐々木宏さんに、その実践

的経験を報告いただいて、これらを合わせまして、社会的不利益者支援活動の課題を議論してみた

いと思っています。

なお、あらかじめ関連する領域での研究をしている本研究科の青木紀先生、椎名恒先生に、コメ

ンテーターをお願いしております。

第2セッションは、学習支援者のネットワーク構築と専門家の役割に焦点化しております。まず、

多職種で学際的な専門家の協同活動の実際と課題について、軽度発達障害児とその家族の支援を題

材にして、この領域で広く深い経験をもっていらっしゃいます田中康夫先生に報告していただきま

す。これで多職種の専門家の協同活動の意味というものを議論していただきたいと思います。

そうした中で求められている教育実践者の固有の役割が間題になっているわけですが、続きまし

て、この問題について、 ミリアム・ズーカスさんにお願いしています。彼女は、教育の専門性が生

まれてくる実践的な環境や条件や脈絡といった広い意味での教育実践の成り立つ条件を考えておら

れまして、とりわけ成人教育、専門家の養成に関わって実践的な研究をされてきておりますので、

その報告を楽しみにしてみたいと思います。この第2セッションのコメンテーターは、間宮先生と

宮崎先生にお願いしております。

第3セッションは、以上の報告と討論をふまえて、地域再生に果たす大学の役割についてお互い

にアイデアを交換しあうために設けてみました。そのためには、まず、 リチャード・テイラー先生

1 1 
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静かな革命？ 労働組合学習と再生ストラテジ一

キース・フォレスター

一般的な結合と特にイギリス労働組合会議（以下、 TUC)にとって、その組合員のための学習の

機会の促進は最新の重要な成功物語として明らかになってきた。 労働組合員の学習歴を深めるこ

とは「組合にとっての現代的役割」の例として引用され、将来の活動にとって野心的で革新的な問

題の代表となっている (TUC1998)。TUCの学習サービスの顧間の地域ネットワークが設立され、

同様の地域学習オーガナイザーのネットワークが、 Amicus,Unison,運輸一般労働組合などの規模

の大きい組合の中で開発中であるか、あるいは閲発されてきた。組合学習基金計画を通して、教育

技能省 (DFES)からかなりの財政的支援を受け、また、「学習と技能評議会」から、そして、 TUC

とその構成組合の「学習サービス」のための欧ヽ州連合からの補助金も同時に受けており、これらは

現在の組織の良好な財政状態の大きな要因となっている (TUC2001.152)。この研究ノートでは

TUCと提携組合の学習サービスと活動の最近の隆盛を組合の再生と改革という時代背景のもとに調

査する。論文の最初に近年の学習の発展の簡潔な概要を述べる。そこで組合学習の出現が職場レベ

ルにおける労働組合組織の重要で活動的な新しい領域を代表していることが論じられる。「教育の

ための新しい枠組み」はTUCが述べるように (TUC 1998.9.8)革新的な主導権の多様性の起因と

なり、印象的な統計的証拠の列挙によって支持されていることを示すだろう。二番目に、組合員の

ための学皆の機会とサービスの発展の基盤となっている主要な枠組みを吟味する。まず、技能養成

と企業競争に対して正しい批判に基づかないまま焦点化された就労可能性の概念は、学習への関心

と向上心を狭小化しすぎ、そして、より広い社会活動の目標と向上を追求する労働組合活動の重

要な局面を特徴づける可能性を制限する要因となることを示す。最終部では現在の学習活動をより

よく位置づけ、見落としているテーマを取り入れ、利害関係の集合体の新しい形を開発するために

もっと強く理路整然とした基礎を提供するより広い枠組みーーデモクラティック・シティズンシッ

プー一を示す。もし、職場学習が実際「組合にとっての新しい現代の役割」のシグナルとなるなら

ば、この概念と実践はどのように組合再生と改革のより大きい問題に取り組むのだろうか。

方法論的には、この研究ノートは多様な情報源からの証拠に基づいて書かれている。筆者の職場

学習代表の研修を含む何年にもわたる労働組合の教育と計画への関与は資料の重要な情報源となっ

ている。現在の三つの組合に関わり、職場学習プロジェクトにも関わっていることは協動的プロジェ

クトの例である。 2番目に、これらの職場学習開発の評価に関する小規模な研究は最近のより広範

な組合プロジェクトの一部として行われてきた。最後に、数々の異なった場所での地域組合と職場

学習代表に対する観察と縦断的インタビューは現在主要組合とともに行われている。これらの数々

の職業的設定における質的研究は2004年の中ごろに終了するだろう。この研究ノートでは組合の職

場学習が理解され実践されている現場を通して、より広い文脈と政策の背景を吟味する。
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きに求めるよりもむしろ内向きに焦点化することについてなどの議題に幕を引くことに強調が置か

れている。「不和と差異」によって形成された学習の視点は、たとえば、地域社会と最近着手され

たTUCの教育的練習帳『人種差別との闘い』をめぐる職場の聴衆を結合するために、より想像力

豊かで政治的に革新的な基盤を供給する。外部の地域社会の関心事と人種差別と闘うための職場組

合学習ストラテジーを結びつけ、探求し、支援することは、異なる歴史と文化、外国人嫌い、主体

性、「政治的亡命者」、寛容、人権をめぐる学習を結合するかもしれない新鮮な機会を提供する。概

念的にも組織的にも「被雇用者」が「市民」と結びつくことは、労働組合員にとって現存する反人

種差別教育運動を深め広げる批判的で政治的な機会を強化するものである。

結論

学習についての議論（何を求めて、誰とともに、どんな目的に向かって）は意義、適切さ、方向

についての事項を含むより広範な社会的な討論の中に存在する。現在多くの組合学習を合法化して

いる就労可能性の優勢な視点は、ここで論議されてきたように、「企業経済」の必要性の主張、技

能不足の肩代わり、効率性と生産性の向上への圧力、「次第に競争的になる環境の中での経済的生

き残り」という呪文にあまりにも近づきすぎている。学習に対する重要な多くの特質を最小限度に

するような視点に固執することは、内向きに焦点化され過ぎており、当然国や雇用主の責任として

見なされてもよかった教育的負担を引き受けている労働組合において内容と結果を狭小化するもの

である。対照的に、組合学習にとっての「民主的シティズンシップ」の枠組みは、労働と労働関係

の性格が変化していくのに伴う不安定な雇用を促進することと部分的に重複するが本質的には異な

り、もっと重要なのは、職場の仲間というよりむしろ社会の行為者としての労働組合の改革を促進

することである。変化しながら論議されてきたシティズンシップの概念と実践によって形成された

より広範な議論と活動に参加することは、あるいは新しい支持者との提携関係を伴う広い共鳴を促

すかもしれない。労働組合にとって、職場は常に学習し注意をむける第一の焦点として残るだろう。

しかし、問題は組合員と職場外の人々の生活の中に進行する急激な変化と職場の関心事と連携する

ことである。

「現代世界の労働における適切性」 (Healey& Engel. 2003.4) に対する調査の中で、職場学習に

ついての最近の労働組合運動と、組合学皆代表制のネットワークの開発と、生涯学習の促進が重要

で有意義な発展であると記されることに全く疑問の余地はない。 Waddingtonが彼の労働組合移行ス

トラテジーの議論の中で述べるように、労働組合にとっての職場学習は、支持者として参加する組

合員を巻き込み、新しい後援者団体にアウトリーチし、組合とその地理的な領域の中で対等な相互

依存を強化するような討議事項を系統化し、届けることへの重要な貢献として考えられた。数年先

の詳細な質的研究は「学習への方向転換」が過去数十年間の英国労働組合運動の衰退に取り組むこ

とにどのぐらい貢献しているかをもっと詳しく明らかにするであろう。

（伊藤早苗訳、姉崎洋ー監訳）
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1-2 札幌におけるホームレス支援活動の成果と課題

Supporting activities for the Homeless in Sapporo City 

1.はじめに

佐々木宏

SASAKI Hiroshi 

札幌でホームレス問題が顕在化したのは、 1999年のことであった。その年の11月に行われた北海

道大学教育学部の調査により、越冬を覚悟で野宿を強いられる人々の存在と厳しい生活実態が明ら

かとなった。この事実は即座に、メディアを通じて、極寒地のホームレス問題として全国に報道さ

れた。 12月には、先の調査グループ参加者を核にして、ホームレス支援団体・北海道の労働と福祉

を考える会（以下、労福会）が立ち上がり、組織的なホームレス支援が始まった。さらに、 1999年

は、札幌市役所の生活保護事務を統括する保護指導課がホームレス担当セクションに定められた年、

つまり、行政がホームレス問題に関わり始めた年でもある。

問題が顕在化し、今年で5年が過ぎた。現在、札幌のホームレス支援は、札幌市、労福会ほかの

民間支援団体、医療機関や弁護士グループなどの専門機関との連携によって行われている。ちょう

ど今が、官民の様々なアクターが参加する支援のネットワークが形成されつつある時期といってよ

いかもしれない。この報告では、今、札幌で形成されつつある支援ネットワークの現状と課題を提

示する。

2. 日本におけるホームレス問題

日本におけるホームレスは、欧米諸国のそれとはかなり性格が違うようだ。たとえば、イギリス

と比較した場合、日本の大都市で普通にみられる都市公園や河川敷が多数のホームレスに堂々と占

拠されている状態は異常であると、しばしばいわれる。ロンドン大学のある研究者は、大阪のホー

ムレスの生活風景の写真をみて、「これは、ホームレスではない。スクオッターである。」と評した

という［小玉2002]。恒常的な路上生活者という意味合いでホームレスを定義するならば(1、ロン

ドンのホームレスとはラフスリーパーと呼ばれる、路上でごろ寝をする無気力な人々（多くは精神

的な問題を抱えている）を指すとのことであるが、一方の日本には元気のいいホームレスが少なく

ない。都市公園や河川敷に創意工夫をこらした小屋を建て、そこから日雇い仕事に行っている人も

いるし、また、路上で廃品回収や古雑誌売りなどを営んでいる人もいる。こうした姿からは、日本

のホームレスのある部分は不法占拠とはいえそこで生活が成り立っているという意味で、途上国の
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ついては生活保護ほかの社会福祉制度で対応する二段構えの枠組みとなっている。

3.労福会の活動と支援ネットワーク

(1)労福会の活動

労福会の活動は、 99年のホームレス調査に参加した者のなかの有志が炊き出しを始めたことを出

夜間パトロール、脱野宿サポート、調査活動、市民への広報、などである。活動は大学人を中心と

した市民ボランティアによって運営され、財政的には寄付、民間財団からの助成、市からの助成に

支えられている。ここでは、炊き出しと相談会、脱野宿サポートについて紹介してみたい。

99年冬に起こした最初の支援のための行動は、ホームレスを対象とした「炊き出し」であった。

第一回目は、自分たちで作ったおにぎりと豚汁を配るシンプルなものであったが、現在、食事は外

部から提供されるようになり、その他に日用品、銭湯券、衣類なども配布するようになった。また、

物資の配布だけでなく、散髪やマッサージの場の提供、医師による健康チェックと相談、生活相談、

など相談も行っている。この相談は、次に紹介する脱野宿サポートの大きな窓口となっている。炊

食事を提供する養護老人ホーム、医師や医療ソーシャルワーカーを派遣する医療機関の連合会の協

力は欠かせない。

②脱野宿サポート

相談会には、野宿生活の困難、身体の不調、求職の苦労や悩み、債務のこと、家族のこと等など、

様々な内容の相談が持ち込まれる。相談の多くは、むろん「素人集団」である労福会のメンバーが

直接解決することはできない性質のものなので、相談後は、一人一人の事情と希望に即して、福祉

事務所、社会保険事務所、職業安定所（ハローワーク）、病院、弁護士事務所などを一緒に回り、

問題解決の道を探るという対応となる。相談の種類は様々であるとはいえ、最も多いのは「野宿を

やめたい」という相談である。また、病気の治療、求職活動、債務の処理などの間題は、基本的に

野宿状態では解決が難しいので、多くの場合、まずは、脱野宿のサポートが支援の目的となる。労

福会がこの活動に組織的に取り組み始めたのは、 2001年2月であった。相談は、炊き出し・相談会

の場で受け付けることが多いが、最近は事務局への本人からの連絡や第三者からの通報による受付

も増えている。昨年は72件に対応した。

脱野宿の最大の経路は、札幌の場合、生活保護を利用することである。生活保護は、原則的に定

められた基準以下の収入しかなければ誰でも利用することができる。したがって、野宿せざるを得

ない状態にある人は、ほぼ利用できると考えてよい。しかし、実際はホームレスにとって生活保護

を利用するためにはいくつかの障害がある。その障害とは、第一に生活保護は稼動年齢層に対して

は厳格に運用されているということ、次に、定まった居場所を持たないことが申請の事務手続きを
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左上：炊き出し・配膳中(2004.6)、右上：炊き出し・豚汁(2004.6) 

左下：健康相談受付(2003.6)、右下：散髪コーナー(2004.6) 
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1-3 コメント ・質疑討論

Comments, Question and Answer 

鈴木 どうもありがとうございました。キース ・フォレスターさんと佐々木宏さんにご報告いただ

きました。

それでは、第一セッションのテーマ「労働問題と不利益層への学習教育支援」ということで、深

く広く研究されているお二人に自由にこの問題のテーマで、今後の研究課題などを含めて自分の考

えているところをお話いただくという趣旨で、コメントをお願いしてあります。

青木 教育学研究科の青木です。研究テーマは、現在やっておりますのは、日本人が貧困をどのよ

うに考えているのかということで、 日本人の貧困感をアメリカとの共同研究で 1年間やっています。

最初にお詫び申し上げなければいけないのですが、私はてつきりリチャード・テイラー先生にコ

メントするものだと思い込んでいて、昨日から今日にかけてそれにかかっていました。ふと何気な

＜姉崎先生からのメールを読み直したら、読む場所が違うことが分かりまして、今朝 7時からフォ

レスター先生のものをあわてて読み直しました。フォレスター先生は労働組合の今後の再生戦略を

通じて論じていらっしゃいます。しかも自らの労働組合運動に、あるいは労働組合のプロジェク ト

にかかわりながらやっていらっしゃるので、非常に説得力ある展開がなされておりましたし、幸い

にも、先ほどお話しましたようにリチャード ・テイラー先生のものも読んでいたので、フォレスター

先生のものだけを読むよりは少し幅広くイギリスの全体動向がつかめたような気がしております。

その中で2、3印象的なことをお話ししたいと思います。

印象的なことは、ユニオン ・ラーニング ・ファンドの役割についてです。日本とは相当違うんだ

なと感じました。先ほどもありましたけれども、大学と労働組合のパートナーシップのことも非常

に印象的だったのですけれども、イギリスの教育省がお金を出してラーニング ・ファンドをつくつ

て、いわば労働組合運動の指導者を養成していくというのがとても印象的なことでした。

それからもう一つは、フォレスター先生の核心部分に関わってきますけれども、今後の労働組合

運動の再生産戦略をめぐって、 employabilityというキー概念から、 democraticcitizenshipという概念

を使って再生戦略を展望していらっしゃるということをとても印象深く読ませていただきました。

私たちは、数年前ですけれども、イギリスのB.ジョーダンのpovertyand social exclusionという
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本を大学院のゼミで読みました。そのときにとても印象深かったことの一つは、組織というものが

果たす役割についてです。組織というものはある意味メンバーを包摂してそれらを守るという役割

を果たしますけれども、組織はつくった瞬間から他者を排除するという側面も持っています。そう

いう中でどのように統合を果たしていくかという、そういう問題意識で書かれていたので、この本

はとても印象深く残っています。労働組合がその問題をどう乗り越えるかということがずっと頭の

中にあったものですから、今回のフォレスター先生の報告に非常に関心を持っています。同意をし

ました。

同じことは日本の場合にもありまして、例えば、雇用問題を考えてみますと、正規社員と非正規

の社員という大きな問題が横たわっております。この点にどうとりくむのかといったときに、フォ

レスター先生が下された方向は大いに検討に値するのではないかと思います。

同時にもう一つの問題は、私たちはよく本の上から学ぶことですけれども、イギリスはヨーロッ

パの中でもとりわけ個人主義の強い国だと聞いております。例えば貧困の問題について言えば、個

人主義的な貧困化というのが非常に強いと聞いております。それに対してどう対応しようとしてい

るのかが、私のもう一つの関心でありましたので、このdemocraticcitizenshipへの移行は関心があ

るところです。

ヨーロッパの場合、 EUバロメーターなどを使いながらたくさんの研究者がそれぞれの国民がど

のような貧困観を持っているかということを研究しているわけですけれど、日本はどうかというと、

そういうことが全くなかったものですから、いまそういうことを研究しています。

先ほど佐々木先生の方からホームレスのことを聞きました。それで、つい最近、私はある研修会

で、社会福祉協議会の関係者の皆さんとお話をする前にアンケートをやりました。そのアンケート

の内容は、「ホームレスをして路上生活をしている人々は貧困だと思いますか」という質問でした。

そのときに「イエス」と答えた人が25%、「ノー」が51%、「分からない」というのが20％でした。

それで、最後におうかがいしたいのは、 トレーニングを受けた人たちの活動の効果についてです。

つまり、労働組合の中で、 トレーニングを受けた人たちがたくさんいらっしゃるようですけれども、

その人たちがどういう国民の意識を変化させることに影製力を持っているのか、持ったのか、何か

研究があれば教えていただきたいということです。

鈴木 どうもありがとうございました。答えはもう一つのコメンテーターの話が終わった後にして

いただきます。では、椎名先生お願いします。

椎名 椎名です。教育学研究科の助教授です。産業教育論の研究グループに所属しております。主

に低賃金不安定就労、あるいは失業者・路上生活者など下層の労働者の再生の方向について、労働

組合その他の活動との関係で研究しています。労働者の支援を佐々木君とともにやっています。

最初にキース報告についてですけれども、言うまでもなくいまの世界の労働者の最も組織されて

る組織形態は、 NPOでも共同組合でもなくて、依然として労働組合がなわけであります。同時に、

いまの社会の中でさまざまなひずみが激化していく中で、国民生活が深刻な状況に追いやられる、

あるいは就労の不安が増大している。そういう中で、労働者の生活・権利を擁護するとともに、 H

本社会の安定的な発展を図っていく上で、労働組合が果たすべき役割が、あらためて広範な人々に
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強く印象づけられているというのがいまの状況ではないかと思います。労働組合は何をやっている

んだ、ということでもあるわけですけれど、そういう状況があるのではないかと考えております。

こうした中で、世界的に労働組合の再生、再活性化をどう図るのかという議論・研究が広く行わ

れるようになっているわけですけれども、キース報告は、労働組合運動の母国とされるイギリスの

労働組合と深くかかわりながら、その再生の方向を教育の視点から、職場学習ということでケース・

スタディを含めて提示した大変興味深い報告であったと思っております。

キース報告の内容に関わって、特に興味を持ったと同時に、触れておかなければならない前提的

な理解があるように思ったので、それについて少し述べます。日本の鈴木レイという研究者の最近

の労働組合に対する再活性化に対する国際的な議論のサーベイの文献がありまして、それをそのま

ま紹介するに過ぎなかったんですけれども、ちょっと触れておきたいというふうに思います。

鈴木は、労働組合の再生の積極性を左右するファクターとして、イギリスもありますけれども、

アメリカとかドイツとかフランス、あるいは日本とか韓国の、労使関係制度が、労働組合リーダー

の志向を左右しているという指摘をしています。どういうことかと言いますと、労使関係制度の中

に、ユニオンが非常に深く組み込まれている。例えば、 ドイツの場合などでは、ユニオンリーダー

は現状維持をする志向が大変強い。ですから新たな組織化には必ずしも積極的ではないと指摘をさ

れています。あるいは、労働組合の力の弱さを補完する制度がフランスとかイタリアとかスペイン

などではかなり整えられています。そういう中では組合財政基盤の、組合の組織そのものも脆弱な

面がありますので、外への組織化の積極性というのはなかなか見えないと評価されています。一方、

ドイツ、フランスなどと違って、団体交渉制度が分散的にあったり、労働組合の制度的な支援が弱

い、あるいはない、そういう面が強いサッチャーのイギリスであったり、アメリカ、あるいはオー

ストラリアなどもそうだと思いますが、そういうところでは労働組合再活性化の動きがかなり目立っ

ているという評価がされています。

キース報告は、第三のイギリスのサッチャーリズム等の攻撃の中で、追い詰められた労働組合が

抵抗を始めて、労働者の力を束ねて労働党政権を獲得して、労働組合再生戦略に莫大な資金を投下

しながら、組織的に展開している新たな時代の現状を明らかにしているように考えられます。

日本の場合には、おそらく大企業の労働組合の場合にはイギリスのようにはなかなかいかないだ

ろうと思いますが、どちらかと言えば中小企業で、不安定労働者を組織している労働組合の場合に

は同じ様に、追い詰められた大変厳しい状況に直面する中で、ユニオンリーダーがその組合を再生

するために、新たな組織的戦略を模索している。そういう意味ではかなりそれにフィットする面が

あるのではないかと思いました。

ただその場合に、ぜひ教えていただきたいと思った点は、いわゆる「就労のための教育」という

ようなことでは非常に狭いんだということをキースは言われたわけですけども、そのことの持って

いる意味は、私自身も非常によく理解をしてるつもりなんですが、同時に、そういう議論がまかり

通るのは、やはり失業率が高いといってもかなり下がっている。失業者に対する失業保障は、佐々

木報告にあったように日本とイギリスでは大変大きな違いがあるわけです。ホームレスについても、

失業でホームレスというわけでは必ずしもない、 ドラッグとかDVであったり、あるいは障害であっ

たりというようなかたちでホームレスになっていくということを、日本のホームレスとはかなり違

う、そういう異なった社会的な、あるいは制度的な条件の中で、そのことをどう具体化していくの
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かということについて示唆していただければありがたいと思います。

ホームレスの問題というのは、ホームレスそのものが問題なのではなくて、彼らの背後にある失

業とか、貧困とか家庭崩壊とか家庭内暴力とか病気とか障害とか職場のいじめとか、現代社会が抱

えているあらゆる問題が、実はホームレスの中に現れている。だから僕らはやっているんだという

のが一つであります。

それからもう一つは、佐々木報告は札幌について詳しく話されたわけですけれども、実は、苫小

牧とか函館とかですね、旭川とか、札幌でやったような支援活動が広まりはじめている。北海道の

ネットワークが、非常に初歩的なかたちですけれども生まれてきているということがあります。そ

ういう意味では、北海道との関係でですね、この間題をどうしていくのかという課題が浮上してい

ます。

もう一つは、教育に関わる点で、佐々木報告にもありましたけれども、私は野宿支援活動が実は

大変多くの教育的内容をはらんでるということを最後に申し上げたいと思います。学生や教師も中

で非常に多くのことを学ぶ。なんだ、ホームレスなんて怠け者だと思っていたけれど、行ってみる

と普通のオヤジじゃないか。普通のオヤジだったら、何で冬寒いのに野宿しなくちゃならないんだ、

おかしいじゃないか。じやあ、おれらにできることをやろう、というように変わっていく。それか

ら、彼らが野宿者と接する中で、野宿者の側も、実は、人生に絶望したり世の中に絶望したりして

いる人たちが、少しだけですけれども、明るい希望を見出して、意欲的に生きていくようなきっか

けを、支援活動の中で野宿者自身がつかんでいく。そういう契機を生み出しています。そういう意

味では、教室で座学できちんと教育しているわけではありませんけれども、大変すばらしい教育的

内容がこの活動の中にある。だから、いまいろんな労働組合などでもこういう課題をとりくみはじ

めている、という面があるんではないかと思っています。

フォレスター（訳） 青木先生にペーパーも二つ読んでコメントしていただきまして、ありがとう

ございました。

青木先生のコメントに対して四つの点をおうかがいしたいと思います。

最初は、政府が大変な補助金を出したということに大変驚かれたということでしたが、私自身も

大変驚いているわけです。私のペーパーで述べていることは、その政府の補助金は紐付きなのです

が、その紐というのは、実際には、そのポリシーと労働組合による学習の関係がどのようなつなが

りになっているのかという点に注目するべき問題として考えなければいけないと思っています。

二番目の問題は、デモクラティック・シティズンシップヘの教育というのはどのようになされて

いくのかというご質間だったと思いますけれども、それは単なる私の希望ということではなくて、

実際にそれはもうすでに、 70~80年代に労働組合が、そういう運動とか、 equalopportunityなど、

そういうところで実績をつくっていますから、それをもう一度見直すということが大事なことでは

ないかと思っています。

第三の問題として、英国社会は個人主義的な社会だというお話でしたけども、そうではなくて、

class basedの、階級社会であるということで、そういう点で、 collectiveactivityはその中に組み込

まれてあるということを認識していただきたいと思います。日本というのは私は外から旅行者とし

て見ているわけですけれども、 collectiveな社会とどこが違うのかということも非常に興味深い問題
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だと思います。

四番目として、貧困についての研究とか、実際の政策の研究というのは非常によく行われていま

す。貧困というのは社会に長い歴史に渡って存在している現象ですが、特にいまのような社会にお

いては重要なことと思います。

椎名先生の方の内容についてお答えしたいと思います。まず最初に労働組合の再生ということに、

学習という点から注目した運動が、ヨーロッパのユニオンの再生の中ではありました。ご指摘はそ

の通りだと思っております。

二番目ですが、私はペーパーの中でemployabilityについて低く評価しているということではあり

ません。ペーパーの中で低めるような書き方はしていないわけです。ただ、 employabilityというも

のがトータルな目的というふうになると、とくにemployabilityは社会的に排除された人だとか、労

働者階級の下層のグループの人たちにとっては非常に重要な課題であることは自明です。しかし、

それだけが目的になるということが問題なのではないかと指摘しているつもりです。

第三番目ですが、椎名先生の一番最初のコメントについてですけれども、労働組合の体制という

ものが、それぞれの国、文化、社会の固有のものであるという先生のご指摘ももちろんその通りだ

と思いますし、私も一つの国のストラテジーが他の国にも普遍的にあてはまるというふうな立場は

とっておりません。先生のおっしゃるとおりだと思っています。

最後に、 employabilityに関連してですけれども、全体の目的になってしまってはいけないのでは

ないかということに関連して、政治的な文脈が重要な問題ではないかということを指摘しておきた

いと思います。それは雇用者側が責任を持つべきことなのか、それとも就業者が責任を持って開発

していくものなのか、それとも国家として取り組んでいくべき問題なのか、それによって

employabilityに関連したopportunityを誰が提供するのかというポリシーの問題につながっていくの

ではないでしょうか。そこの問題は重要な議論になると思います。
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学習支援者ネットワーク構築と専門家の役割

A Role of Profession and building learning support networks 

． 





2-1軽度発達障害における多職種専門家ネットワークの役割

What can Interdisciplinary team do to support children with mild 

developmental disorders and their families? 

1.はじめに

田中康雄

TANAKA Yasuo 

軽度発達障害のある子どもたちの目指す最終目標は、発達の促進や障害の克服ではなく、健全な

人格形成である 1)。そのためには、他者から「かけがいのない、生きる意味のある存在」として認

められることが必須となる。そこで獲得した「存在意義」こそが「生きがいの獲得」につながり、

未来に向かう心の姿勢となる。子どもたちの最終目標を具現化するのは、他ならぬ見いだす他者で

あるわれわれであり、そこに地域に根付いた支援体制が求められることになる］

われわれは、こうした地域での日常的支援体制を実質的に構築するあるいは、支えるものとして、

多職種専門家ネットワークの役割の重要性を主張したいと考えている。

本稿では、軽度発達障害が創り出す「生きにくさ」について、事例を挙げながら説明し、現在の

文部科学省の取り組みを概括したうえで、多職種専門家ネットワークの在り方について、これまで

の研究に触れながら私見を述べることにしたい。

2.軽度発達障害とは

2000年に杉山 3) が述べた軽度発達障害とは、注意欠陥多動性障害、広汎性発達障害、学習障害、

発達性協調運動障害、軽度の知的障害の総称である（表 1)。文部科学省が後述するように、 2003

年3月に最終報告した特別支援教育の文言には、「従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、 LD、

ADHD、高機能自閉症を」となり、軽度の知的障害については、微妙な位置づけになりそうな気

配を示しているが、私は個人的に、軽度発達障害という場合、軽度の知的障害も含めることにして

いる。

この軽度発達障害という概念には、 1)軽度発達障害のないと思われる者との連続性のなかに存

在しながら、加齢、発達、教育的介入により臨床像が著しく変化し、 2)視点の異なりから診断が

相違してしまいやすく、 3)理解不足による介入の誤り、特に当事者、養育者、関係者個々を責め

立てるような誤解が生じ易く、 4)二次的情緒・行動障害の問題が生まれやすい、といった独特な

困難性を秘めている 3) といわれている（図 1)。
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題

調運動障害

門］
図1 軽度発達障害の認めにくさ

しかも、「軽度」ということで、問題が軽い・少ないと思われやすいが、実際には、発見しにく

い、障害として理解されにくい、誤解されやすいといった難しさがあり、子ども本人だけでなく、

親も関係者も追いつめられやすい。そして、これがなかなか理解されにくい。

本来、発達障害のある子どもたちにとっての大きな課題は、障害の克服ではなく、障害と共に生

きることを前提にしつつの自己実現にあると思われる。加藤1) は、障害福祉の変革の基本理念と

して、「一人ひとりが、自分らしい生き方、オーダーメイドの人生の主人公として自己実現をめざ

して生きる事をこの世に生を受けた人としての当然の権利として認め合い、支え合う」ことと纏め

た。

この支え合いとは、ある意味共に生きるということにつながるのではないだろうか。鯨岡5) は

共に生きるということについて、「それぞれが主体である子どもと大人が、それぞれ一個の主体で

あろうとしつつ関わりあって生きること」と述べている。ここには、それぞれの主体性と折り合い

のつけかたという関係性の 2つのテーマが含まれているのである。

さらに、こうした関係性を検討する視点として、田中6) は、個人と環境との相互作用を重要視

した生態学的モデルを援用し、

イナミックなライフ・サイクルに呼応する専門的対応をコーディネイトしなければならず、 3)親

子・家族、保育所・幼稚園・学校などとの関係機関、社会との相互関係性や環境との関わりを把握

し、全体としての well-beingの支援が目指され、 4)常に中心に居る子どもの権利を守る「アドボ

ケーター」意識を持つことの重要性を認識しながら、子どもの法的・社会的権利が護られるべきで
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あるという視点に立ち、「エコロジカル成育精神保健」モデルを提唱した。

このように、軽度発達障害については、その障害そのものの理解の難しさと、支援体制としての

困難性がある。

3.事例（表1を参照）

以下の事例は、実際の事例を元にしているが、特定されないような配慮とある程度誇張して記載

してあることを承知していただきたい。

1)小学 1年生男児：高機能自閉症

就学後、学校現場が困っているのは、この子があまりにもマイペースに 1人で過ごすこと、意に

沿わないとパニックを起こすこと、教室から勝手に飛び出したり、授業中に大声で独語したり、教

師の指示を聞いてくれないというような事柄であった。

教師は、この子は自分勝手であり、指示に従えないわがままな子である。学習も本来はやれば出

来るのに、やろうとしないという「困らせる子ども」であると判断していた。学校管理職の理解は、

こうした子どもの言動は、親のしつけ・家庭力の低下から来ているのだろうというものであった。

診察室で出会った母親からは、「これまでやれること、伝えることはしてきたつもりなのに、正

直どのように関わればよいのか、わからない」という長い間の戸惑い、この子への向き合いかたの

困難さが語られた。一方、当の本人は、「教室が騒々しくて、 どう過ごして良いかわからない」と

語った。

2)小学2年生男児： AD/HD 

この子の課題は、授業中のおしゃべりで、はしゃぎすぎや落ち着きのなさが指摘され続けていた。

教師は、この子はふざけている子で、わがままであると判断し、常にきつく叱責を繰り返していた

が、効果はなかった。学校管理職は、親のしつけと、教師の指導力に問題があるのではと指摘して

いた。

担任教師も、親も声が枯れるほど伝え続け、できるだけ叱らずに接してきたつもりなのに、奏功

しないことに疲れ果てていた。それでも周囲からは絶えず注意を受け続け、それでも失敗を続ける

この子は、「どうしてうまく出来ないのかな」と悩み、「どうせオレはバカだから」と自己価値観を

落としてしまっていた。

3)小学3年生女児： LD（読み書き障害）

就学後から、ひらがなの拾い読み、とばし読みが目立ち、漢字の読み書きが苦手な子であった。

進級していくにつれ、だんだんと学習に対して意欲がなくなってきていると心配されていた。

家庭学習でなんとかつないでいた母親は、これ以上泣きながらの学習指導は難しく、最近は部屋

にも入れてくれないと嘆いていた。女児は「もういい！どうせ私はバカだから、放っておいて」と

投げやりになってきていた。

それでも、教師は、学皆の積み重ねが出来ておらず、努力不足、あるいはなまけと判断し、もう

少し頑張ってほしいと叱咤激励を繰り返し、管理職は、親のしつけ・家庭力の低下を言外に仄めか
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していた。

4)小学4年生女児：不登校の背後にある発達性協調運動障害

不登校を主訴に医療に相談にみえた子である。これまでの育ちを尋ねると、粗大な運動や、巧緻

運動などが不器用であったという。就学後は、体育や音楽の時間にリコーダーの使用を嫌がったと

Vヽう。

普段はあまり目立たない子であるが、次第に周囲の級友からは、からかわれやすくなってきてい

た。

運動の不器用や害字工作への取り組みが苦手であることは、把握していたが、特に配慮を必要と

すべきとは思っておらず、教師の評価はおとなしく目立たないというもので、もう少し積極的に友

人の輪に入ることを勧めていた。

しかし、実際の学習場面では全体に取り組みが遅く、不器用、いっしょに出来ないことも少なく

なかった。

積極性を求める学校管理職は、家庭力の低下、特に過度の廿やかしを指摘していた。

しかし、親は、「この子に無理強いさせても出来ないのは出来ないし、最近はひどくいやがる」

と閉口気味で、女児も「どうせ私はダメな子ども」と自己判断していた。

5) 中学3年生男児：アスペルガー症候群

知的能力はひじょうに高く、学習成績も良い子どもである。そのため教師や学校管理職からは、

とくに困った子どもとは理解されていない。

おとなしく目立たない子どもであり、学皆への取り組みも真面目であるという評価である。実際

には、対人面での過緊張や騒音に対する不安が強いため、時々ひじょうに疲れた表情をみせ、黙っ

て早退してしまうこともあった。

こうしたエピソードも、母親が過保護のせいではないかに留まっていた。

しかし家族は「周囲の言葉や態度に敏感で、最近は自分を責める」というわが子に対して、強い

不安を抱いていた。特に、次第に自傷行為を頻回に示し、自殺も仄めかすようになっていった。病

院受診時に、自殺だけはしてはいけないと諭したところ、彼は「死にたいのに、周りは生きろと言

う。無理矢理生かされている感じだ。死ぬ自由ささえ俺にはない」とひどく嘆いた。

多少誇張して表現してあるが、軽度発達障害のある子へのまなざしのむずかしさ、家族への誤っ

た判断の一部でも伝えられたであろうか。

表2 学校で問題と見なされる軽度発達障害のある子どもたちの言動

1.反抗的ではないが、暴言や暴力行為が目立つ

2.学業不振が著しい

3.唐突な言動や狭い関心へのこだわりが目立ち、教室で孤立している

4.反抗的な態度で授業などを妨害する

5.努力を放棄したシラケた姿勢が教室で目立つ

6.他者の言動に過敏で、興奮しやすい

7.神経症症状、行為障害、不登校・ひきこもり、精神病状態が出現し、学校不適応が深刻化する
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5.連携について

この連携という言葉はひじょうに魅力的な響きをもっている。軽度発達障害のある子どもたちに

対して、親と関係者は手を携えながら協力関係を結ぶ必要がある 9）、ということは誰も否定しない

大前提であろう。

しかし、相互の結びつきを意味する連携について、真正面から検討したものは、知る限りない。

ここで、われわれが2002年度に行った研究成果の一部を紹介する 9)0 

これは、 ADHDのある子どもたちの自助あるいは支援グループの現状と課題を調査するために

行ったアンケート調査である。返答総数485名からなる結果からは以下のような傾向が窺えた。

①グループヘの参加状況

積極的に参加する者の過半数は親であり、消極的な参加の約半数は保育・教育関係者であった。

②グループに対する満足度

親は満足と不満の群に 2極化された。一方で保育・教育関係者の満足度は高く、親の満足度との

違いに有意差があった。この時点で、参加の仕方と満足度においても差違があることがわかる。

③連携に対する評価

親と、保育・教育関係者および医療関係者のそれぞれに、連携が良好であるか不良であるかと

問いかけしてみた。

その結果、親は、保育・教育関係者および医療関係者と良好な連携が取れているとは評価してい

なかったことがわかった。一方保育・教育関係者および医療関係者たちは、親とそれぞれ良い連携

が取れていると評価していた。さらに、保育・教育関係者と医療関係者との間では、連携が決して

良好であると評価されていなかったということも明らかになった（図2)。

37. 5% VS 25. 5% 

24. 3% vs 20. 7%  

40. 0% vs 35. 0%  

連携が良好 vs 連携がうまくいかない

図2 連携の認識
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関係機関は、親と比較的良好な連携が取れていると評価しがちであった

関係機関どうしは、それほど良好な連携が取れているとは評価していなかった

こうした結果をうけて、われわれは、「連携」という状況成立の困難性と、そもそも連携の定義

についてあまりにも不明瞭であることにたどり着いた。

現時点で、われわれは改めて、「連携とは、複数の者（機関）が、対等な立場に位置した上で、

同じ目的を持ち、連絡をとりながら、協力し合い、それぞれの者（機関）の専門性の役割を遂行す

ること」と、定義してよりよい連携のあり方を模索したいと思っている。

6. 多職種専門家ネットワークの役割を目指して

私は、これまで保育・教育の現場である幼稚園、保育園、学校へ出向き、関係者と出会い、病院

で養育者と出会っては、両者の橋渡し機能としての役割を模索してきた。実際の活動のなかで、そ

れぞれが互いを追いつめあうような視点でさまざまな要求をしがちである（図 3)。これは、前述

した連携の評価のズレとも関連するものかもしれない。

ここでのすれ違い9) は、①子どもが示すさまざまな言動に対して、関係者は養育者側の「躾や

養育態度」を大きな要因と考えやすく、養育者側は、関係者側の指導力不足を指摘しやすい。いず

れも子どもにある軽度発達障害の存在そのものを正しく認識せず「（情緒的な）責任の追及＝犯人

探し」に陥ってしまっているわけである。もうひとつは、②子どもが示すさまざまな言勁に対して、

関係者は（時に知識が先行すると）、疾病性として外在化し医療的診断を急がせてしまいがちにな

る。あるいは、軽度発達障害に気づいていても、養育者に告げられないことで、早期対応が遅れる

のではないかという焦りや、周囲に正しく認めて貰えていないということからの孤立感、閉塞感を

強く抱いてしまうこともある。一方養育者は、特に家庭での様子と関係者からの報告に食い違いが

目立つ場合は、現場（教室内・校内）での責任を追求しがちになるのである。

私は、関係者と養育者が、子どもが示すさまざまな言動を理解しようとするなかで、安易な責任

の追求、犯人探し的視点により情緒的な確執を増強させてしまうという現場を見てきた。両者とも

「子どものために、子どもを責めずに」対応しているにも関わらず、そこに生じる認識のズレは関

わりの悪循環を生んでしまう。

責任の追及

（しつけ、養育姿勢批判、学習指導の徹底）

疾病性としての認識

（医療、その他へ速やかに相談に行くように指示）

保育・教育側 養育者側

責任の追及（専門的立場からの指導力の要請）

事例性としての認識（機関内での調整を指示）

図3 それぞれの要求
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1ポジティブな評価

疾病性の解説

コーディネーター

情報提供

戦略の企画 医療機関との連
事例性の理解

機関組織の凝集性の促進

橋渡しの要請を受ける

1保育・教育側 I

子ども

子ども理解からの

対応・戦略

ねぎらい

事例性の支持

情報提供

疾病性の説明

対応のヒント

橋渡しの要請を受ける

:… 
図4 コーディネーター的関わりの視点

これを打開するため9) には、図4に示したようなソーシャルワーク的な関与を提案したい。そ

して実はこの役割こそが特別支援教育コーディネーターなのである。

養育者に対する第一声は、これまでの養育の歴史への「ねぎらい」である。が「難しい子育てを

要求されるこの子との関わりを、よくぞここまで頑張って続けられたものです」と、出来るだけ素

直に評価することである。時に大声で叱ることがあっても、場合によって叩くことがあったとして

も、それはこの子との関係性のなかで、やるだけやったなかで「有効かつ最善の」解決策の 1つで

あったと評価するわけである。しかし、その対応（叱る、叩く）を今後出来るだけ軽減させていく

ために、「より役立つ関わり策」を一緒に考えねばならない。非難せず、批判せず、出来る代替案

を検討するために、「ねぎらう気持ち」をきちんと伝えてからでないとはじまらない。その次に、

「わが子」という個別性を支持しながら、子ども理解のヒントになるような医学的な「青報を提供す

ることで、「わが子」と「わが子にある軽度発達障害」を切り離して理解することができるように

なる。「できることから始めていくこと」を原則に、役立つ具体的な対応のヒントを提示しつつ、

関係者に対して出来るお手伝い（例えば、担任への説明、現場訪間、手紙の類）を伝えるわけであ

る。

一方で、関係者に対しても個々の対応をポジティブに評価することからはじめないといけない。

担任・担当の労に対し、十分に評価し「ねぎらう」ことが大切となる。子どもが示すさまざまな言

動に対し、疾病性から正しく説明し、子どもに「存在する軽度発達障害」を、知識として理解する

ことが次の一手になる。子どもにある「障害」にきちんと向き合い、冷静に対応策を講じることで

ある。情報の提供や戦略の企画は、こうした疾病性をより鮮明にする。さらに、組織全体に働きか
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けて、組織そのものが一致団結して、担当者を支え合えるまで、全体的な理解を深めていく。その

後に、子どもひとりひとりの個別性の理解を、「軽度発達障害」から「軽度発達障害のある子ども」

ヘ視点を移し、さらに「軽度発達障害もある子ども」へと変えていくことで、子ども個々へまなざ

しが作り上げられていく。

こうした折り合いをつけていくために必要な心構えを表4に示した。そのうえでそれぞれの専門

家は、その立場での役割を担うべきであろう。教育は、個々を大切に思うまなざしであり、福祉は

親を支え、行政は常に不利益層の調整であり、医療は、自己評価を向上するような支援プログラム

の作成などである。さらにその基盤にあるのは、社会的な共同体意識の復権であり、信頼関係の構

築であろう（表5)。

多くの課題が残されている（表6)が、ここでは、特に親とさまざまな関係者との関係について

述べておく。図5に示したように、親は子どもと強く結びつきながら社会に向き合っている。関係

者は、応分に連携してつながろうとしているが、関係者は、子どもと親ほどには、追い詰められて

おらず、傷ついてもいない9)。時にある成果のもとでは、周囲から感謝されるのが、関係者であり、

子どもと親はそうした報いはないといってもよい。この温度差は変えようもなく、この現実のなか

で連携という状況が作られるということをわれわれは知っておかねばならない。

7.おわりに～子どもへのまなざし

スコットランド生まれの教育家で、フリースクールの創始者の一人、 A.Sニイル］0) は「子ども

が持って生まれてくるのは生命力だけである。幼い子どもをみれば、悪い意志など全く持っていな

いことがはっきりわかる。悪い子どもというものはいないのだ。限られた子どもが苦しみ、困った

子どもというのは、実は不幸な子どもである。行われてよい唯一の治療は、不幸の治療である」と

主張した。

子ども

疲れてもいて、傷ついてもいて、感謝されない

疲れているが、傷ついていないし、感謝も時にされる

福祉行政関係者

図5 それぞれの立場
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また、ウイーン生まれの児童精神科医、 Aアドラー11) は「子どもは必ず改善するものである。

万が一改善を示さないのであれば、われわれの対応の問題である。子どもを助ける方法はいつもあ

る」と高らかに宣言した。

私達は、こうした先駆者に励まされながら、日常に棲む彼らを支援していきたいと願う。日常の

生きやすさの支援は、 日常に棲む環境の総体にあると信じて。

（一部は、平成14年度厚生労働省精神・神経疾患研究委託費の分担研究（主任研究者：齋藤万比古）

の成果である。共同研究者である中田洋二郎氏、佐々木浩治氏、市野孝雄氏、川辺 勝氏に感謝す

る。また大塩陶子氏には統計処理および省察について多大なる協力と貴重な助言をいただいた。記

して深謝する。最後に本調査にご協力いただきました各グループの会員の皆様、および事務局の方々

に、心から感謝したいと思います。ありがとうございます。）

表4 連携するための多職種専門家の心構え

1. 互いの専門性の尊重し、役割分担を明確にする

．互いの職場．職業を知ること

・現場の動きを体験すること

2.共通言語で話しが出来るよう、対話に気を配る

・各々の現場でしか通用しない言葉は世界を広げない、理解を深めない

3.批判するまえに、まず「大変だね、ご苦労様」と声をかける

．互いの支え合いが全てを支えていることを知る

表5 それぞれの役割

教育

学習到達度の点検

最適な学習プログラムの作成

ひとりひとりの子どもを大切に思う

生きる力を授けること

常にそばにいて支援している

福祉

誤った障害観の払拭

親を支え励ます心

表6 課題

Advocacy 

新たな「障害観」を生まない努力を

Assessment 

子どもを見る目と障害を診る目：情と智

Empowerment 

親を支え励ます心

Teamwork 

ラグビーに学ぶ

行政

不利益層の排除

医療

障害の早期発見と対応

家族支援

自己評価を向上するような心理的支援

哲学

共同体意識の復権

信頼関係（赦しあい）の構築

Limitation 

自分の守備範囲，限界を知ること

Networking 

つなぎ先を持っていること

Philosophy 

教育への問いかけ
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I調査結果 一連携に対する評価ー

■親は，関係機関と良好な連携が取れているとは
評価していなかった

いると評価しがちであった

ているとは評価していなかった

・「連携・ネットワーク」は．実際には難しい

1定義連携・ネットワークとは

■連携とは，複数の者（機関）が対等な立場に位

置した上で同じ目的を持ち，連絡をとりながら，
協力し合い，それぞれの者（機関の専門性）の
役割を遂行すること （田中）

Iょりよい連携を目指して

か

I養育者とのよりよい連携を目指して

賣任の追及（しつけ，養脊姿勢批判，学詈指導9)徹紙）
疾病牲とLての翼識ぽ謙，その鑢へ道やかに相戴に行くように揖示）

蓼

ほかのどんなものも学校で過ごす時に比ぺたら，微々 たるもの
である （キャントウェル）
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I 
特別支援コーディネーターを契機に

I 了閏応狸月ふらの I 

1関係機関同士のよりよい連携を目指して

■互いの専門性の尊重し，役割分担を明確にする

J 互いの職場職業を知ること

u現場の動きを体験すること

u各々 の現場でしか通用しない言葉は世界を広げない，
理解を深めない

声をかける

1それぞれの役割

」学習到運度の点検と最適
な学習プログラム
」ひとりひとりの子どもを大
切に思うこと
ュ生きる力を授Itること
.J常にそばにいて支援してい
るということを伝えること

」誤った障害観の払拭

」親を支え励ます心

ュ不利益層の撓除

J 障害の早期発見と対応

J 家族支援
J 自己評価を向上するような
心理的支援

ュ共同体意識の復権

ュ信頼関係（赦しあい）の構
築

1ゴールをどこに置くか？

■課題

■それぞれの「越えられない立場」を知り，尊重す
ること
































































































































































































